
佐野市事業所等用ＥＶ等充電設備導入支援補助金交付要綱

（令和６年９月２４日佐野市告示第２６５号）

（趣旨）

第１条 事業所等におけるＥＶ等及び充電設備の導入を促進し、もって本市

における温室効果ガスの排出量の削減を図るため、充電設備を設置する事

業者等に対し、市が予算の範囲内で交付する事業所等用ＥＶ等充電設備導

入支援補助金（以下「補助金」という。）については、佐野市補助金等交

付規則（平成１７年佐野市規則第６０号）に定めるもののほか、この告示

の定めるところによる。

（定義）

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該

各号に定めるところによる。

(１) 事業所等 事業の用に供する建築物であって、市の区域内に存する

事業所、事務所、店舗、工場等をいう。

(２) ＥＶ等 道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第６０条第

１項の規定により、自動車検査証の交付を受けた４輪以上の普通自動

車、小型自動車及び軽自動車であって、次のいずれかに該当するもの

をいう。

ア 電気自動車 搭載された電池（鉛電池を除く。）によって駆動さ

れる電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない自動車

イ プラグインハイブリッド自動車 搭載された電池（鉛電池を除

く。）によって駆動される電動機及び内燃機関を原動機として併用

し、かつ、外部電源からの充電が可能な自動車

(３) 充電設備 ＥＶ等に充電するための設備であって、次のいずれかに

該当するものをいう。

ア 急速充電設備 電源から充電用の直流電力を作り出す電源装置及

びＥＶ等に搭載された電池への充電を制御する機能を有し、１基当

たりの定格出力が１０キロワット以上のもので、充電コネクター、

ケーブルその他の装備一式を備えたもの

イ 普通充電設備 漏電遮断機能及びコントロールパイロット機能を



有し、１基当たりの定格出力が１０キロワット未満のもので、充電

コネクター、ケーブルその他の装備一式を備えたもの

ウ 蓄電池付急速充電設備 主としてＥＶ等の充電のために蓄電する

電池を備えた、１基当たりの定格出力が５０キロワット以上の急速

充電設備で、充電コネクター、ケーブルその他の装備一式を備えた

もの

エ 充電用コンセント ＥＶ等に附属する充電ケーブルを接続する２

００ボルト対応のＥＶ等専用のプラグ差込口

オ 充電用スタンド エの充電用コンセントを装備する盤状又は筒状

の筐体
きょう

カ Ｖ２Ｈ ＥＶ等に搭載された電池から電力を給電するための直流

交流変換回路をもつ充電設備で、充電コネクター、ケーブルその他

の装備一式を備えたもの

(４) 事業者等 市内に３人以上の従業員を雇用する事業所等を有する法

人又は個人事業者（事業を行う個人をいう。以下同じ。）

（補助対象者）

第３条 補助金の交付の対象者となる者は、充電設備を事業所等に設置する

事業者等であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(１) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法

律第１２２号）に基づく営業の許可又は届出を要する事業を行う者で

ないこと。

(２) 特定商取引に関する法律（昭和５１年法律第５７号）に規定する訪

問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引その他これらに類する方法によ

り物品の販売、役務の提供その他の行為を行う者でないこと。

(３) 法人にあっては暴力団（佐野市暴力団排除条例（平成２３年佐野市

条例第１６号）第２条第１項に規定する暴力団をいう。）でないこと、

個人事業者にあっては暴力団員等（同条第５項に規定する暴力団員等

をいう。）でないこと。

(４) 宗教活動又は政治活動を目的とする事業を行う者でないこと。

(５) 佐野市税条例（平成１７年佐野市条例第６３号）、佐野市都市計画

税条例（平成１７年佐野市条例第６４号）又は佐野市国民健康保険税



条例（平成１７年佐野市条例第６５号）の規定により課された全ての

市税に滞納がないこと。

(６) 充電設備の設置に係る事業所等を第三者が所有する場合は、充電設

備の設置について当該者の同意を得ていること。

(７) 前各号に掲げるもののほか、公序良俗に反すると認められる事業を

行う者でないこと。

（補助対象設備）

第４条 補助金の交付の対象となる充電設備（以下「補助対象設備」という。）

は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(１) 経済産業省が実施するクリーンエネルギー自動車の普及促進に向け

た充電・充てんインフラ等導入促進補助金事業における補助の対象と

なる充電設備であること。

(２) 新たに購入し設置する未使用の充電設備であって、新品のものであ

ること。

（補助対象経費）

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、

補助対象設備の購入及び設置に係る費用とする。

（補助金の額）

第６条 補助金の額は、補助対象経費に３分の１を乗じて得た額（その額に

１,０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）とし、１０

万円を上限とする。

（交付の申請）

第７条 補助金の交付を受けようとする者は、事業所等用ＥＶ等充電設備導

入支援補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなけ

ればならない。

(１) 誓約書兼同意書

(２) 補助対象経費に係る領収書、明細書又は契約書の写し

(３) 補助対象設備の保証書その他型式及び製造番号が分かる書類の写し

(４) 補助対象設備の設置場所の位置図

(５) 補助対象設備の設置状況、本体並びに本体に貼付されている型式及

び製造番号が分かる写真



(６) 登記事項証明書、開業届その他の事業者等であることが分かる書類

の写し

(７) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

２ 前項の規定による申請は、一の年度につき２回を限度とする。

（交付の決定）

第８条 市長は、前条第１項の規定による申請があったときは、速やかに、

その内容を審査し、補助金を交付することと決定したときは事業所等用Ｅ

Ｖ等充電設備導入支援補助金交付決定通知書により、補助金を交付しない

ことと決定したときは事業所等用ＥＶ等充電設備導入支援補助金交付申請

棄却通知書により申請者に通知する。

（補助金の交付）

第９条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、速やか

に、当該決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）の指定する金融

機関の口座に補助金を振り込むものとする。

（決定の取消し）

第１０条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により第８条の規定によ

る補助金の交付の決定を受けたと認めるときは、当該決定を取り消すこと

ができる。

（補助金の返還）

第１１条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したとき

は、期限を定めて、当該補助金を返還させるものとする。

（市への協力）

第１２条 市長は、交付決定者に対し、必要に応じて補助対象設備の利用状

況に関するデータの提供その他市が進める温室効果ガスの排出量の削減に

関する取組等について協力を求めることができる。

２ 前項の規定により協力を求められた者は、やむを得ない場合を除き、協

力するよう努めるものとする。

（書類の様式）

第１３条 この告示の規定により必要とする書類の様式は、市長が別に定め

る。

（その他）



第１４条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附 則

この告示は、令和６年５月１日から施行する。


